
 
 

横浜北労働基準監督署 

 政府では、日本再興戦略の一環として、働き方改革の実現を目指しており、建設業についても、「工

期に関する基準」に基づき、週休 2 日制の定着に取り組んでいるところですが、「毎月勤労統計調査」

の結果では、建設業は、他の産業と比べ、休日が十分に確保されていないなど、なおも長時間労働の

実態にあることが明らかとなっています。 

 つきましては、本リーフレットを参照いただき、労働基準法に基づいた適切な労働時間管理を行っ

ていただくことはもとより、建設業においても働き方改革が実現されるよう、積極的な取組をお願い

します。 

 「毎月勤労統計調査」の結果、令和３年度における建設業の年間実労働時間は、1978 時間

に及んでおり、全調査産業の 1632 時間、製造業の 1874 時間と比べても、長時間の実態に

あることが明らかとなりました。 

 また、年間出勤日数では、建設業は 242 日であったのに対し、全調査産業の 212 日、製造

業の 226 日と比べても、出勤日数が多く、休日が少ない実態にあることが明らかとなりました。 

 平成 27 年度からの 7 年間の推移では、建設業を含め、各産業とも労働時間数、出勤日数の

削減が進んでいますが、建設業は、他の産業と比較すれば、なお労働時間が長く、休日日数が

少ない産業といえます。 

年間実労働時間の推移
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年間出勤日数の推移
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（建設業の場合、2024 年 4 月 1 日以降に適用） 

 
 
 
 
 
 

 建設業が長時間労働となっている原因としては、週休2日制が定着していないことが考えら

れます。 

 日建協「2020時短アンケート」結果によれば、建設業において、完全週休2日制で勤務す

る労働者は19.5％にとどまることが明らかとなっています。 

 労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、週４０時間以内と定めています。 

 まずは、できる限り労働条件の実態を踏まえ、週休２日を実現できるよう、就業規則等に所

定労働時間、所定休日を定めるようにしましょう。週休2日制が実態にそぐわない場合には、

変形労働時間制度を活用することも検討してください。 

 

１か月 ４５時間以内 （１年単位の変形労働時間制の場合：４２時間以内） 
 
１年 ３６０時間以内 （１年単位の変形労働時間制の場合：３２０時間以内） 

 

３６協定の原則的な上限規制 

 労働者に 1 日 8 時間、週 40 時間を超えて労働させることを時間外労働といいますが、時

間外労働や休日労働をさせる場合は、事前に労使協定（３６協定）を締結し、所轄の労働基

準監督署に届出する必要があります。 

 また、時間外・休日労働は、労使協定に定めた範囲内でしか、行わせることはできません

ので、労働時間数を適正に把握し、労使協定の上限を超過しないよう、必要な管理を行うよ

うにしてください。 

 なお、これまで建設業は、労使協定に定める時間外労働時間の限度時間について、法令上

の上限規制が適用除外とされていましたが、労働基準法の改正に伴い、令和 6 年（２０２４

年）4 月 1 日以降については、災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制が適用されること

となります。 

 現在、時間外・休日労働が多く発生している事業場においては、労働時間の削減に努める

必要があります。 



（建設業の場合、2024 年 4 月 1 日以降に適用） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              （月の時間外労働時間数合計 ８×５＝４０時間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 火 水 木 金 土 日 計 時間外 

８ ８ ８ ８ ８ ８ 休日 ４８ ８ 

８ ８ ８ ８ ８ ８ 休日 ４８ ８ 

８ ８ ８ ８ ８ ８ 休日 ４８ ８ 

８ ８ ８ ８ ８ ８ 休日 ４８ ８ 

８ ８ ８ ８ ８ ８ 休日 ４８ ８ 

 

１か月   時間外・休日労働合計で  １００時間未満 （年６回まで） 

                    

 ２から６  時間外・休日労働合計で   ８０時間以内 

 か月平均 

 

１年    時間外労働だけで     ７２０時間以内 

３６協定に特別条項を定める場合の上限規制 

1 日 8 時間労働で、毎週土曜日に勤務した場合の労働時間数の例 

 公共工事においては、週休２日制の導入が進んでいるところですが、民間発注の工事

においては、なおも工期の都合上、土曜日を休工とできないことがあるかと思います。 

原則の週 40 時間制を週休２日制によって達成する一般的な例では、毎日 8 時間労働

した上で、土曜日に出勤した場合、週の労働時間は４８時間となります。この場合、週

40 時間を超える労働時間は、全て時間外労働時間となりますので、土曜日が 5 回ある

月の場合、月の時間外労働時間は４０時間となります。 

 もし、このほかに平日に 1 日 8 時間を超える時間外労働があり、その時間数が月 5 時

間を超えてしまえば、この月の時間外労働時間は 45 時間を超えることとなりますので、

このような場合には、36 協定の原則的な月の上限規制を守ることは困難となってしまい

ます。 

 時間外労働時間が月 45 時間を超過することは、特別条項を締結した場合は年 6 回ま

で可能ですが、逆に言えば、年 6 回までは必ず月４５時間以内としなければならないこ

ととなりますので、36 協定の上限規制を守るためには、労働時間削減に努めるとともに、

休日の確保に取り組む必要があります。 



1 年を平均して 1 週間平均労働時間を 40 時間以内とする時間数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

土曜日 計 時間外 

８（出勤日） ４８ ０ 

８（公休日） ４８ ８ 

８（出勤日） ４８ ０ 

８（公休日） ４８ ８ 

８（公休日） ４８ ８ 

1 日の所定 

労働時間 

年間の 

労働日数 

年間の総労

働時間数 

1 週間平均労働時間（うるう年以

外の場合の計算例） 

８時間 260 日 2080 時間 2080÷365×7＝39.89＜40 

7 時間 30 分 278 日 2085 時間 2085÷365×7＝39.99＜40 

7 時間 297 日 2079 時間 2079÷365×7＝39.87＜40 

 1 年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結し、1 年以内の一定の期間を平均して

1 週間の労働時間が 40 時間以内となるよう所定労働時間を定めることにより、1 日 8

時間、週 40 時間を超えて労働させることができることとする制度です。 

 この制度の利点には、年末年始やお盆の期間にまとまった休日を確保できる場合には、

その代わりに繁忙期の休日日数を少なくして、週休２日制であれば休日となる土曜日の一

部を出勤日とするような柔軟な休日の設定ができることがあります。 

また、建設業においては、現場で作業する場合、10 時や 15 時にも休憩を取得する場

合が多いと思いますが、休憩時間を多く取得している分、１日の所定労働時間を 8 時間

より短く、例えば 7 時間 30 分と定めることで、変形労働時間制の利用効果が大きくな

ることがあります。 

1 年単位の変形労働時間制で土曜日を一部出勤日した場合の労働時間数の例 

この例は、1 週目と 3 週目の土曜日を

出勤日としているものですが、この場合

は、先ほどの例と同じ働き方であるにも

関わらず、月の時間外労働時間数は 16

時間減少し、24 時間となります。 

 1 年単位の変形労働時間制の場合、1 日の所定労働時間が 8 時間であれば、年間の労

働日数が 260 日以内となる年間カレンダーを作成すれば、1 週間平均労働時間は 40 時

間以内となります。 

同様に、1 日の所定労働時間が 7 時間 30 分であれば、年間の労働日数が２７８日以

内であれば、1 週間平均労働時間は 40 時間以内となります。 

1 日の所定労働時間が短い場合は、年間の労働日数を増やしても 1 週間平均労働時間

は 40 時間以内となりますので、週休 2 日制の達成が困難な場合は、1 年単位変形労働

時間制を活用することにより、法定労働時間を達成するとともに、土曜日等を出勤日とし

ても、その時間が時間外労働時間としてカウントされなくなる効果が期待できます。 



1年単位の変形労働時間制の要件 

1 年単位の変形労働時間制の場合の３６協定の上限規制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 日の所定労働時間が 7 時間である場合、年間の労働日数は 297 日であっても 1 週

間の平均時間は 40 時間以内となりますが、この場合は、3 か月を超える期間を対象とす

る１年単位の変形労働時間制の要件として定められている、年間の労働日数の限度（年間

280 日）を守れないこととなりますので、注意を要します。 

＜労働日数の限度（原則）＞ 

  ・対象期間が１年の場合 → ２８０日 

  ・対象期間が３か月を超え 1 年未満である場合 

    → ２８０日×対象期間の暦日数÷３６５（小数点以下は切り捨て） 

  ・対象期間が３か月以内の場合 → 特に制限なし 

＜1日及び 1週間の労働時間の限度＞ 

  ・1 日  → １０時間 

  ・1 週間 → ５２時間 

  ・対象期間が３か月を超える場合の制限 

    → 週４８時間超過は連続３週以内 

    → 起算日から３カ月ごとに区切った１期間に、４８時間を超える週の 

初日が３日以内 

＜連続して労働させる日数の限度＞ 

  ・連続労働日数 → ６日 

  ・特に業務が繁忙期間を「特定期間」と定めた場合は、特定期間中に限り 

   １週間に１日の休日を確保できる日数まで連続勤務可能。（最長１２日） 

 1 年単位の変形労働時間制の場合の３６協定の上限規制は、１カ月４２時間以内、１年

３２０時間以内となります。 

 １年単位の変形労働時間制を採用している場合は、通常の場合よりも、時間外労働時間

の削減が容易になると考えられていることから、その分、３６協定の上限は少なめに設定

されています。 

 ただし、対象期間を３か月以内と定める場合は、この規定の適用はなく、３６協定の上

限規制は、原則どおり、１カ月４５時間以内、１年３６０時間以内となります。 



1 年単位の変形労働時間制の導入時の注意点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 年単位の変形労働時間制を導入する場合、従前に比し、年間の休日日数の減少を伴う

変更が発生することが考えられます。 

 その結果、これまでであれば休日手当が払われたような場合に、その日が通常出勤日と

なり、手当が払われないこととなれば、これまでと同じ働き方をしていても、支払われる

賃金額は大幅に減ってしまうということが起こり得ます。 

 このような変更を使用者の都合により一方的に行うこととなれば、労使間のトラブルが

発生することが考えられますので、1 年単位の変形労働時間制の導入に当たっては、労使

間で十分に話し合い、その必要性について労働者の理解を得るとともに、労働条件の一方

的な引き下げとならないよう、賃金額の引き上げなどの代償措置の実施なども検討する必

要があります。 

 

＜労働契約の大原則＞ 

  労働条件の引き下げに当たっては労働者の同意が必要です！ 

  （労働契約法第８条、第９条） 

 ここまでは、建設業においては、発注者などの協力が得られず、働き方改革が困難な場

合もあることを前提として、労働基準法が定める柔軟な労働時間制度について説明してま

いりましたが、当然のことながら、働き方改革は、業務改善などによる労働時間の削減に

よって行うことが本来の姿です。 

 働き方改革をすすめるにあたっては、専門家のアドバイスを受けたり、各企業の取り組

み事例を知ることが有益となります。 

「働き方改革・休み方改善ポータルサイト」においては、働き方・休み方改善指標によ

る診断を受けることができ、また、働き方改革に取り組む企業の事例を紹介しています。 

また、神奈川働き方改革推進支援センターにおいては、働き方改革に取り組む企業を支

援するために、専門家が無料で相談に応じています。 

 

働き方・休み方改善ポータルサイト 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/ 


